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はは じじ めめ にに 

本市では、２０１４年（平成２６年）３月に策定した「第１次

木津川市生涯学習推進計画」に基づき、すべての市民が生

き生きと充実した人生を送ることができる生涯学習社会の

実現を目指し、生涯学習に関する各種施策を推進してまいり

ました。

現在、社会は少子高齢化や人口減少による社会構造の

変化、ＡＩ等のデジタル技術の進展等、大きな変革の中、ライ

フスタイルや働き方等に対する人々の意識も多様化してお

り、生涯学習を取り巻く環境は大きく変化しています。また、

世界規模の感染症や自然災害を経験したことにより、人と人とのつながりを大切にするとと

もに、市民一人一人が自分で考え自律的に行動し、新しい価値観の中で自らの幸せを見つ

けていくことが大切であると考えています。

こうした状況に対応していくため、誰でも・いつでも・どこでも学ぶことができ、学んだ成果

を活かすことができる生涯学習社会の実現に向けた指針として、この度、第２次木津川市生

涯学習推進計画を策定いたしました。

本計画は、本市の生涯学習を総合的かつ具体的に進めるための計画であり、第１次計画

の理念である「人をはぐくみ こころを結び まちを創る」を継承し、学習を通じて自己実現を

図り、豊かで幸せな人生を目指しつつ、学校や地域、社会へ貢献しようとする活動を通じて、

学びの成果が地域社会の発展に幅広く活かされることを期待するものであります。

結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見をいただきました木津川市生涯学習推進

計画策定委員、木津川市社会教育委員の皆様をはじめ、アンケート調査やパブリックコメント

にご協力いただきました市民の皆様及び関係各位に厚くお礼を申し上げます。

引き続き、本計画の実現に向けて、生涯学習の推進にご理解とご協力を賜りますようお願

い申し上げます。

令和６年３月

木津川市長 谷口 雄一

市長顔写真
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１１．．計計画画策策定定のの背背景景とと趣趣旨旨 

生涯学習とは、一人一人が個性や能力を伸ばし、生きがいのある充実した生活を送るた

めに、各人が自発的・主体的な意思に基づき、自分に適した方法、手段によって生涯にわた

って行うあらゆる学習を意味します。学校や社会の中での意図的、組織的な学習活動として

行われるだけでなく、人々のスポーツ活動、文化芸術活動、趣味、レクリエーション活動、ボラ

ンティア活動の中でも行われる等、幅広い活動が含まれます。教育基本法第３条においては、

生涯学習の理念として、「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることがで

きるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、

その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。」と規定され

ています。 

近年、人口減少や少子高齢化の急速な進行、グローバル化や高度情報化の進展等、社

会を取り巻く環境が大きく変化し、生涯学習に対する学習意識や学習ニーズも多様化してい

ます。また、２０１９年（令和元年）に発⽣した新型コロナウイルス感染症は、⼈々の⽣活スタイ

ルや価値観、経済や⽂化等、社会全体に影響を及ぼしました。 

こうした状況の中、私たち一人一人が⽣きがいに満ちた豊かな⼈⽣を送るため、⽣涯を通

じて自由に学習機会を選択し学ぶことができ、その学習の成果が地域社会で生かされる生

涯学習社会の実現が求められています。 

本市においては、２０１４年（平成２６年）に「第１次生涯学習推進計画」を策定し、『人をは

ぐくみ こころを結び まちを創る』という基本理念の下、３つの基本目標を掲げ、生涯学習に

関する取組を進めてきました。今日、社会が大きく変化していく中で、人が育ち、互いに支え

合うまちづくりを進めるための仕組みや施策、地域の教育力の充実と行政の役割や体制の

あり方について検討することが必要です。以上のことにより今回、第１次計画の期間終了に

伴い、本計画である「第２次生涯学習推進計画」を策定することとなりました。 

本計画の策定にあたっては、「教育基本法」や「生涯学習の振興のための施策の推進体

制等の整備に関する法律（生涯学習振興法）」をはじめ国や府が示す生涯学習の方向性等

を踏まえるとともに、本市のこれまでの取組の検証、市民アンケート調査による学習ニーズの

把握を行った上で、今後、市として市民の生涯学習活動をどのようにサポートしていくのかを

改めて検討し、施策や事業を位置づけました。 

また、庁内関係部署との連携に加え、生涯学習に関連する団体の代表や学識経験者等で

構成した策定委員会や社会教育委員で構成したワーキング委員会等から、さまざまな意見

をいただきながら策定しました。 
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２２．．計計画画のの位位置置づづけけとと範範囲囲  

（（１１））計計画画のの位位置置づづけけ

本計画は、まちづくりの基本計画である「第２次木津川市総合計画」を上位計画とし、１０

年先を見据え、総合的・体系的な生涯学習施策を展開するための指針となる計画です。 

また、本計画の策定にあたっては、教育基本法や生涯学習振興法及び木津川市教育大

綱、木津川市教育振興基本計画の生涯学習の理念や方針を踏まえるとともに、庁内関係部

署の各種施策との連携・整合を図り策定するものです。 

（（２２））計計画画のの範範囲囲

生涯学習の概念は非常に幅広いものであり、行政を含む多様な機関、企業、団体等が学

習活動の推進に関わっています。 

本計画では、生涯学習社会の形成に向けての市の役割を明記するものであり、計画の対

象範囲としては、社会教育をはじめ、家庭教育を支援する事業の他、学校教育や文化芸術、

スポーツ・レクリエーション、趣味等を範囲とします。また、福祉、産業、防災、まちづくり等の個

別の分野における生涯学習に関する施策については、木津川市総合計画に基づいた個別

計画が施策されていることから、それらに沿って各種団体・機関等と連携・協働を図りながら

進めることとします。

 

 

文化芸術活動、スポーツ・レクリエーション活動、 
ボランティア活動、企業内教育、自己学習、趣味等 

学校における教育  

（社会教育） 

連 携 家庭における教育 

 生 涯 学 習 

地域における教育 

連

携

協

働

福祉、産業、防災、まちづくり等 
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３３．．計計画画のの期期間間  

本計画の期間は、２０２４年（令和６年）度から２０３３年（令和１５年）度までの１０年間を

計画期間とし、中間である２０２８年（令和１０年）度に見直しを行います。 

なお、計画の進捗状況や社会情勢の変化等に対応して、必要に応じて内容の見直しを行

います。 

 

本本計計画画のの期期間間  
  

２０２４ 
令和６ 

２０２５ 
令和７ 

２０２６ 
令和８ 

２０２７ 
令和９ 

２０２８ 
令和１０ 

２０２９ 
令和１１ 

２０３０ 
令和１２ 

２０３１ 
令和１３ 

２０３２ 
令和１４ 

２０３３ 
令和１５ 

          

          

 
 

４４．．計計画画のの推推進進ににああたたっってて  

（（１１））計計画画のの推推進進体体制制  

本計画の推進にあたっては、教育委員会生涯学習担当課が中心となって関係各課と連携

しながら進捗状況の確認や効果の把握等を行うとともに、有識者や公募市民等からなる木

津川市社会教育委員会に報告し、意見を求める体制を整えます。 

 

（（２２））計計画画のの進進行行管管理理  

本計画を実効性のあるものとしていくためには、計画に記載していることを着実に実行し、

その進捗状況や成果を点検・評価し、さらにそれを次の取組にフィードバックさせていく仕組

みが重要です。 

そこで計画の進行管理は、「PLAN（計画）」→「DO（実行）」→「CHECK（評価）」→

「ACTION（改善）」のＰＤＣＡサイクルにより年度ごとに進行管理を行うことで、本計画の推

進を図ります。 

 

 

第第２２次次木木津津川川市市総総合合計計画画後後期期基基本本計計画画  
２２００２２４４年年（（令令和和６６年年））度度～～２２００２２８８年年（（令令和和１１００年年））度度 

第第２２次次木木津津川川市市生生涯涯学学習習推推進進計計画画  
２２００２２４４年年（（令令和和６６年年））度度～～２２００３３３３年年（（令令和和１１５５年年））度度 

２２００２２８８年年（（令令和和１１００年年））度度  後後期期分分見見直直しし 

 

第第３３次次木木津津川川市市総総合合計計画画  
２２００２２９９年年（（令令和和１１１１年年））度度～～  １１００年年間間 
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本計画では、生涯学習社会の形成に向けての市の役割を明記するものであり、計画の対

象範囲としては、社会教育をはじめ、家庭教育を支援する事業の他、学校教育や文化芸術、

スポーツ・レクリエーション、趣味等を範囲とします。また、福祉、産業、防災、まちづくり等の個

別の分野における生涯学習に関する施策については、木津川市総合計画に基づいた個別

計画が施策されていることから、それらに沿って各種団体・機関等と連携・協働を図りながら

進めることとします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

文化芸術活動、スポーツ・レクリエーション活動、 
ボランティア活動、企業内教育、自己学習、趣味等 

 
学校における教育 

 

 

（社会教育） 

連 携 
 

家庭における教育 

 生 涯 学 習 

 
地域における教育 

  連 

携 

協 

働 

福祉、産業、防災、まちづくり等 
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ＰＰＤＤＣＣＡＡササイイククルルののイイメメーージジ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５５．．生生涯涯学学習習推推進進計計画画ととＳＳＤＤＧＧｓｓのの関関係係  

生涯学習の推進において、ＳＤＧｓの取組は必要不可欠なものとなっています。 

ＳＤＧｓとは、「Sustainable Development Goals 持続可能な開発目標」の略であり、２

０１５年（平成２７年）９月に国連サミットで採択された「持続可能な開発のための２０３０アジ

ェンダ」において、２０３０年（令和１２年）までの長期的な開発指針として、持続可能でより良

い世界を目指す国際社会の共通目標です。 

１７のゴール（国際目標）と１６９のターゲット（達成基準）から構成されており、地球上の

「誰一人取り残さない」を共通理念とし、発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユ

ニバーサル（普遍的）なものとされ、全ての国で取組が進められており、本市においてもＳＤ

Ｇｓに積極的に取り組んでいるところです。 

ＳＤＧｓが掲げる１７のゴールのうち、生涯学習に直接的に関わる目標としては、「4 質の高

い教育をみんなに」の教育に関する目標が挙げられます。ＳＤＧｓが掲げる「誰一人取り残さ

ない」持続可能で一人一人の個性を認められる（多様性と包摂性）社会の実現に向けては、

全てのステークホルダー（利害関係者）が役割を持って取組に参画することが求められてい

ます。 

生涯学習においては、市民自らの学習や社会活動へ積極的に関わることへの動機づけに

作用する学びの提供として、教育に関する目標以外にも他の目標の多くが間接的に関わっ

ています。そこで本計画で示す基本目標や基本施策等を展開するにあたっては、ＳＤＧｓの全

ての目標に対する視点を持って、第３章における各項目の施策に直接携わる関係部署とも

連携し、生涯学習施策を推進していきます。 

 

従従来来のの実実績績やや将将来来のの  
予予測測等等をを基基ににししてて  
実実施施計計画画をを  
作作成成すするる  

 

計計画画にに沿沿っってて  
            取取組組をを行行うう  

 

計計画画やや取取組組のの  
実実 施施 内内 容容 をを  
点点検検・・評評価価すするる  
 

点点検検・・評評価価  
結結果果をを検検証証しし、、  
計計画画やや取取組組をを改改善善  
すするる  

 

PLAN 
（計画） 

D O 
（実行） 

CHECK 
（評価） 

ACTION 
（改善） 
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本本計計画画ににおおけけるるＳＳＤＤＧＧｓｓののイイメメーージジ  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 各各ゴゴーールル（（目目標標））のの内内容容  

 １ あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる。 

 ２ 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する。 

 ３ あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する。 

 ４ すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する。 

 ５ ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児の能力強化を行う。 

 ６ すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する。 

 ７ すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する。 

 ８ 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きが
いのある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する。 

 ９ 強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベー
ションの推進を図る。 

１０ 各国内及び各国間の不平等を是正する。 

１１ 包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する。 

１２ 持続可能な生産消費形態を確保する。 

１３ 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる。 

１４ 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する。 

１５ 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、 砂漠化へ
の対処、並びに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する。 

１６ 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセス
を提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する。 

１７ 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する。 

（出典：国連広報センターホームページ） 

「「ママナナビビィィ」」  
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ＰＰＤＤＣＣＡＡササイイククルルののイイメメーージジ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５５．．生生涯涯学学習習推推進進計計画画ととＳＳＤＤＧＧｓｓのの関関係係  

生涯学習の推進において、ＳＤＧｓの取組は必要不可欠なものとなっています。 

ＳＤＧｓとは、「Sustainable Development Goals 持続可能な開発目標」の略であり、２

０１５年（平成２７年）９月に国連サミットで採択された「持続可能な開発のための２０３０アジ

ェンダ」において、２０３０年（令和１２年）までの長期的な開発指針として、持続可能でより良

い世界を目指す国際社会の共通目標です。 

１７のゴール（国際目標）と１６９のターゲット（達成基準）から構成されており、地球上の

「誰一人取り残さない」を共通理念とし、発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユ

ニバーサル（普遍的）なものとされ、全ての国で取組が進められており、本市においてもＳＤ

Ｇｓに積極的に取り組んでいるところです。 

ＳＤＧｓが掲げる１７のゴールのうち、生涯学習に直接的に関わる目標としては、「4 質の高

い教育をみんなに」の教育に関する目標が挙げられます。ＳＤＧｓが掲げる「誰一人取り残さ

ない」持続可能で一人一人の個性を認められる（多様性と包摂性）社会の実現に向けては、

全てのステークホルダー（利害関係者）が役割を持って取組に参画することが求められてい

ます。 

生涯学習においては、市民自らの学習や社会活動へ積極的に関わることへの動機づけに

作用する学びの提供として、教育に関する目標以外にも他の目標の多くが間接的に関わっ

ています。そこで本計画で示す基本目標や基本施策等を展開するにあたっては、ＳＤＧｓの全

ての目標に対する視点を持って、第３章における各項目の施策に直接携わる関係部署とも

連携し、生涯学習施策を推進していきます。 

 

従従来来のの実実績績やや将将来来のの  
予予測測等等をを基基ににししてて  
実実施施計計画画をを  
作作成成すするる  

 

計計画画にに沿沿っってて  
            取取組組をを行行うう  

 

計計画画やや取取組組のの  
実実 施施 内内 容容 をを  
点点検検・・評評価価すするる  
 

点点検検・・評評価価  
結結果果をを検検証証しし、、  
計計画画やや取取組組をを改改善善  
すするる  

 

PLAN 
（計画） 

D O 
（実行） 

CHECK 
（評価） 

ACTION 
（改善） 
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６６．．第第１１次次木木津津川川市市生生涯涯学学習習推推進進計計画画のの検検証証  

２０１４年（平成２６年）度から２０２３年（令和５年）度までを計画期間とした第１次計画で

は、『人をはぐくみ こころを結び まちを創る』を基本理念に、「人をはぐくむ」「こころを結ぶ」

「まちを創る」の３つを基本目標に掲げ、推進してきました。 

本計画を作成するにあたって、計画期間１０年間の成果と、基本目標毎の達成状況を整

理・評価すると次のとおりとなります。 

（（１１））『『基基本本目目標標１１  人人ををははぐぐくくむむ』』ににつついいてて

市民アンケート調査の結果から、「きっかけ」や「情報」があれば、生涯学習に取り組む可

能性がある市民が多くいるということがわかりました。 

そこで、市民に向けて生涯学習に関する幅広い内容の情報提供や生涯学習について気

軽に相談できる体制を充実させ、生涯学習に取り組めるためのきっかけづくりを推進してき

ました。 

具体的には、各種講座の募集や公民館まつりの開催チラシの市広報紙への折り込み、生

涯学習情報誌「いきいき」や「サークル情報誌」を作成しホームページへの掲載を行う等広く

市民への周知に努めました。 

また、公民館講座や市民講座では、各種講座を始め、女性や親子・高齢者を対象とした講

座の充実に努め、青少年育成委員やスポーツ推進委員等と協力しニュースポーツの普及や

休日における子どもの体験事業等も開催してきました。 

生涯学習施設では、各施設が地域活動の拠点として利用しやすいように市民の声を受け

機能の充実を図るとともに、市公共施設等総合管理計画施設類型別施設計画に沿って年

次計画を基に長寿命化対策を行っています。また一部施設において指定管理者制度を導入

し市民サービスの更なる向上に努めてきました。 

しかしながら、夜間や休日、また保育サービス付きの講座等が少ないため、子育て世代や

現役世代が参加しにくいという意見があり、今後これらの講座をより充実させ誰もが参加し

やすい講座を整えていく必要があります。 

社会教育施設の整備では年次計画による長寿命化対策、一部施設において指定管理者

制度を引き続き導入していく必要があります。 

（（２２））『『基基本本目目標標２２  こここころろをを結結ぶぶ』』ににつついいてて

生涯学習に取り組む指導者の確保やリーダーの養成、新規メンバーの確保等、各団体は

様々な課題を抱えながら活動されています。 

地域における人と人とのつながりが希薄化している中、学校・地域・家庭がそれぞれの役

第 1章　計画の概要
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割を果たしながら連携し、地域ぐるみで子どもを育成する環境づくりが必要であることから、

関係機関との連携や地域交流活動の支援について取り組んできました。 

具体的には、学校と地域のボランティアが連携しながら、放課後の子ども達の安心・安全

な居場所づくりとして「放課後子ども教室」※１の開設を進めるとともに、学校からの支援・協

力依頼を受けて地域全体で学校教育活動の支援を行う「地域で支える学校教育推進事業」

の確立に努めました。 

小・中学生を対象にした小学生ソフトボール大会やドッジ

ボール大会、少年の主張大会、青少年の防災研修会の開催

等、青少年育成委員会やスポーツ推進委員会等と連携しな

がら青少年の健全育成を図るとともに、６０歳以上を対象に

した生きがい大学においても、近隣大学と連携した講座開設等に取り組みました。 

文化芸術協会、スポーツ協会等の社会教育団体への補助金の交付により活動の活性化

を促すとともに、活動発表会を通じてサークル間の交流を図りました。 

また、国際交流協会による中学生海外派遣事業や日本語教室の開催等国際交流事業の

推進を行い、平成２９年３月には米国サンタモニカ市との友好都市盟約を締結しました。 

今後は、市民の多様化するニーズに応えるべく、関西文化学術研究都市にある研究所や

京都府・関係機関等と更なる連携を行う必要があります。 

 

（（３３））『『基基本本目目標標３３  ままちちをを創創るる』』ににつついいてて  

活気あるまちづくりを行うためには、それぞれの地域が元気で、そこに住んでいる人たちが

生き生きとし、輝いていなければなりません。生涯学習推進都市を目指して全ての市民が生

きがいのある充実した人生を送ることができる生涯学習社会の実現に向けて取り組んでき

ました。 

具体的には、文化芸術協会主催の市民文化祭や実行委員会形式での公民館まつり、か

も野外音楽フェスタ、また、講座発表会や各種活動発表会を開催し、学んだ成果を発表でき

る場を提供しました。スポーツの面においてもスポーツ協会主催の市民運動会や歴史めぐり

マラソン、市民スポーツ大会・教室等、各種スポーツイベントを開催することによりスポーツに

親しみ、市民が交流できる機会を作ってきました。 

一方、講師やボランティア情報の共有について十分でないことから、人材の有効活用方法

について研究を行うとともに市内在住・在勤者や出身者の有能な人材を発掘し積極的に活

用していく必要があります。 

 
※１「「放放課課後後子子どどもも教教室室」」 

小学校の施設を活用して地域の大人の参画を得て、子ども達に安心で安全な遊びと学びの場を提供
する放課後対策事業です。令和６年３月現在、木津小、高の原小、相楽台小、城山台小、南加茂台小、
上狛小、棚倉小の７小学校区でスポーツ活動（ドッジボール、卓球等）や文化活動（けん玉や折り紙を
使った昔遊び、将棋等）を地域の実情に合わせた事業内容・回数で実施しています。 

小小学学生生ソソフフトトボボーールル大大会会  
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６６．．第第１１次次木木津津川川市市生生涯涯学学習習推推進進計計画画のの検検証証  

 

２０１４年（平成２６年）度から２０２３年（令和５年）度までを計画期間とした第１次計画で

は、『人をはぐくみ こころを結び まちを創る』を基本理念に、「人をはぐくむ」「こころを結ぶ」

「まちを創る」の３つを基本目標に掲げ、推進してきました。 

本計画を作成するにあたって、計画期間１０年間の成果と、基本目標毎の達成状況を整

理・評価すると次のとおりとなります。 

 

（（１１））『『基基本本目目標標１１  人人ををははぐぐくくむむ』』ににつついいてて  

市民アンケート調査の結果から、「きっかけ」や「情報」があれば、生涯学習に取り組む可

能性がある市民が多くいるということがわかりました。 

そこで、市民に向けて生涯学習に関する幅広い内容の情報提供や生涯学習について気

軽に相談できる体制を充実させ、生涯学習に取り組めるためのきっかけづくりを推進してき

ました。 

具体的には、各種講座の募集や公民館まつりの開催チラシの市広報紙への折り込み、生

涯学習情報誌「いきいき」や「サークル情報誌」を作成しホームページへの掲載を行う等広く

市民への周知に努めました。 

また、公民館講座や市民講座では、各種講座を始め、女性や親子・高齢者を対象とした講

座の充実に努め、青少年育成委員やスポーツ推進委員等と協力しニュースポーツの普及や

休日における子どもの体験事業等も開催してきました。 

生涯学習施設では、各施設が地域活動の拠点として利用しやすいように市民の声を受け

機能の充実を図るとともに、市公共施設等総合管理計画施設類型別施設計画に沿って年

次計画を基に長寿命化対策を行っています。また一部施設において指定管理者制度を導入

し市民サービスの更なる向上に努めてきました。 

しかしながら、夜間や休日、また保育サービス付きの講座等が少ないため、子育て世代や

現役世代が参加しにくいという意見があり、今後これらの講座をより充実させ誰もが参加し

やすい講座を整えていく必要があります。 

社会教育施設の整備では年次計画による長寿命化対策、一部施設において指定管理者

制度を引き続き導入していく必要があります。 

 

（（２２））『『基基本本目目標標２２  こここころろをを結結ぶぶ』』ににつついいてて  

生涯学習に取り組む指導者の確保やリーダーの養成、新規メンバーの確保等、各団体は

様々な課題を抱えながら活動されています。 

地域における人と人とのつながりが希薄化している中、学校・地域・家庭がそれぞれの役
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７７．．生生涯涯学学習習をを取取りり巻巻くく現現状状とと課課題題  

 

本計画策定にあたり、これまでの第１次生涯学習推進計画の取組成果を評価するととも

に、市民を対象に生涯学習に関するアンケート調査を実施しました。これらの結果と社会情

勢の変化等、今日的な課題を踏まえて、生涯学習に関して本市が取り組むべき課題を整理

しています。 
 

（（１１））人人口口のの将将来来動動向向をを見見据据ええたたままちちづづくくりりのの分分析析  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

本市の人口は、２０２２年（令和４年）９月には８万人に達したものの、その後、横ばいから

減少に転じる等、転換期を迎えています。今後は、緩やかに減少し、高齢化率も徐々に上昇

することが予測されます。 

また、これまでの１０年間、社会情勢は大きく変わりました。情報ネットワークやグローバ

ル化の進展、ライフスタイルや価値観の多様化、地域のつながりの希薄化、ＳＤＧｓの推進

に向けた取組等、生活や地域社会に様々な影響を及ぼしています。これらを前提に、人生

１００年時代を見据え、生涯学習の推進に取り組む必要があります。 
 
 
 

9,310 9,189 9,933 11,839 12,532 12,926 12,102 10,954 10,020 9,334 8,801 8,411 8,065 7,650

36,305 41,123 43,516

44,746 43,272
44,873

47,455
47,409

45,886 42,900 39,889 37,439 35,626 34,497

6,798
8,323

10,198
12,952 16,648

19,188 20,401 21,270 22,709
24,791

26,615

27,628 27,523 26,197
52,436

58,809
63,649

69,761
72,840

77,907
79,958 79,633 78,616 77,024 75,305 73,477 71,213 68,344

13.0 
14.2 

16.0 

18.6 

23.0 

24.9 

25.5 
26.7 

28.9 

32.2 

35.3 

37.6 38.6 38.3 

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

H07

(1995)

H12

(2000)

H17

(2005)

H22

(2010)

H27

(2015)

R02

(2020)

R07

(2025)

R12

(2030)

R17

(2035)

R22

(2040)

R27

(2045)

R32

(2050)

R37

(2055)

R42

(2060)

高
齢
化
率
（
％
）

年
齢
3
区
分
別
人
口
（
人
）

（年）

0～14歳 15～64歳 65歳以上 高齢化率

推計値実績値

木津川市誕生

H19（2007）

資料：2020年以前は国勢調査、2025年以降は木津川市推計（2023年推計）
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（（２２））市市民民アアンンケケーートト調調査査のの概概要要とと分分析析  

 調調査査期期間間   令和５年６月９日から令和５年６月３０日まで 

 対対  象象  者者   １８歳以上の市民の方 

 調調査査方方法法      インターネットフォーム及び用紙提出  

回回答答総総数数   １，５５７人（インターネット 1,183 人、用紙３７４人） 

 男男女女比比率率   男性４２％、女性５７％、無回答１％ 

年年齢齢比比率率      

１８・１９歳 ２０～２９歳 ３０～３９歳 ４０～４９歳 ５０～５９歳 ６０～６９歳 ７０～７９歳 ８０歳以上 回答しない 

１２件 ７９件 １８３件 ２４９件 ２５２件 ３０３件 ３８８件 ８５件 ６件 

１％ ５％ １２％ １７％ １７％ ２０％ ２２％ ６％ ０％ 

 

【生涯学習について】 

市民アンケート調査の結果から、「生涯学習に取り組んでいますか」という問いに対して

「取り組んでいない」と答えた方が前回調査の５２％から２２%に減少していました。 

「取り組んでいない」と答えた方の最も多い理由が「きっかけがない」（４９％）となってお

り、多くの方が気軽に取り組める初心者向けの講座の開催と詳細な情報提供を望んでいる

ことがわかります。 

次に多かったのは、「時間がない」（４７％）です。インターネットやＳＮＳを活用した生涯学

習に取り組みたいという方が３０％近くいることから、今後、オンライ 

ンツールやＳＮＳ等、ＩＣＴ技術を活用し、誰でも・いつでも・どこでも

学べるような環境整備を行っていく必要があります。 

また、生涯学習に関する情報収集については、市広報紙から情

報を得ている方が全体の６４％で、次いでインターネットやＳＮＳが

２９%となっています。全体では従来からある市広報紙が約６割を

超えていますが、世代別にみると１０代・２０代の方では約半数

（48%）が、３０代から５０代の方でも約４割（３９％）の方がインタ

ーネットやＳＮＳから情報を得ており、社会の情報化に伴い、ＳＮＳ

等の活用をはじめ多様な媒体での情報発信がますます重要とな

ってきています。 

 

 

 

 

木木津津川川市市公公式式  
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７７．．生生涯涯学学習習をを取取りり巻巻くく現現状状とと課課題題  

 

本計画策定にあたり、これまでの第１次生涯学習推進計画の取組成果を評価するととも

に、市民を対象に生涯学習に関するアンケート調査を実施しました。これらの結果と社会情

勢の変化等、今日的な課題を踏まえて、生涯学習に関して本市が取り組むべき課題を整理

しています。 
 

（（１１））人人口口のの将将来来動動向向をを見見据据ええたたままちちづづくくりりのの分分析析  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

本市の人口は、２０２２年（令和４年）９月には８万人に達したものの、その後、横ばいから

減少に転じる等、転換期を迎えています。今後は、緩やかに減少し、高齢化率も徐々に上昇

することが予測されます。 

また、これまでの１０年間、社会情勢は大きく変わりました。情報ネットワークやグローバ

ル化の進展、ライフスタイルや価値観の多様化、地域のつながりの希薄化、ＳＤＧｓの推進

に向けた取組等、生活や地域社会に様々な影響を及ぼしています。これらを前提に、人生

１００年時代を見据え、生涯学習の推進に取り組む必要があります。 
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【地域や社会での活動について】 

「地域づくりに関わりたいと思いますか」という問いに対して、「関わりたい」「機会があれ

ば関わりたい」と答えた方が前回調査では６７％、今回調査では６８％と高い水準にあること

がわかりました。今後、市民一人一人が生涯学習を通じて学んだ知識や技能を活かしなが

ら、地域活動に積極的に参画できる仕組みづくりが必要です。そして、全ての市民が生きが

いのある充実した人生を送ることができる生涯学習社会の実現に向け、学びの成果を地域

づくりにつなげていく施策を推進していきます。 

 

（（３３））  公公民民館館、、交交流流会会館館のの市市民民講講座座参参加加者者アアンンケケーートト調調査査のの分分析析  

南加茂台公民館の公民館講座や東部交流会館の市民講座、生涯学習講座について、 

２０１９年（令和元年）度と２０２２年（令和４年）度の講座参加者アンケート調査の結果を比

較分析しました。全体的に参加者が増加し、講座に対する満足度の評価が上昇していました

が、一部の講座では、継続希望者や講座経験者の減少が見られました。 

公民館・交流会館については、「地域づくり」の拠点として、講座の充実を図り、様々な地

域社会の課題解決に向けた取組や自己実現の支援に努める必要があります。新たな指導

者や後継者育成を視野に入れた講座の開設、また人材育成にも努めていくことが課題にな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東東部部交交流流会会館館ででのの講講座座（（文文学学講講座座））  南南加加茂茂台台公公民民館館ででのの講講座座（（健健康康体体操操））  

第 1章　計画の概要
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１１．．基基本本理理念念 

  

本市では、第１次計画策定時から全ての市民が生き生きと充実した人生を送ることができ

る生涯学習社会の実現を目指しています。 

そのためには、市民一人一人が自らの意思で生涯にわたり“学ぶこと”が重要です。学ぶ

ことにより、自己の教養や技能を高めることができます。 

そして、それぞれが学んだことを地域に還元することや人々との交流を図ることにより、地域

の連帯感が生まれ、そのことが地域力の向上や市全体の活性化につながるものだと考えま

す。 

これを実現させるため、本市が目指す基本理念は第１次計画を引き継ぎ『人人ををははぐぐくくみみ ここ

こころろをを結結びび ままちちをを創創るる』』とします。 

２２．．基基本本目目標標 

基本理念である『人人ををははぐぐくくみみ こここころろをを結結びび ままちちをを創創るる』』を実現するため、その基本的な

方向性を示す３つの基本目標を定めます。 

（１）人をはぐくむ

市民の中には、文化活動やスポーツ活動を行いたいが、仕事や育児で自由な時間が取れ

ない人、きっかけがない人、地域のことをよく知らないという人が数多くいます。 

そのため、全ての市民に対し生涯学習に関する幅広い内容についての情報提供や、生涯

学習について気軽に相談できる体制を充実させることにより、生涯学習に取り組めるための

きっかけづくりを積極的に行い、人をはぐくむための基盤づくりを推進します。 

（２）こころを結ぶ

生涯学習を推進するためには、公民館・図書館等の社会教育施設だけではなく、様々な各

関係機関とも積極的に連携し、ネットワーク化を図ります。 

また、市民のニーズや社会の要請に応じた多様な学習プログラムの提供をはじめ、学習成

果を活かせる環境づくりを推進し、人と人・人と地域との絆づくりを目指します。 

基 本 構 想第２章
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【地域や社会での活動について】 

「地域づくりに関わりたいと思いますか」という問いに対して、「関わりたい」「機会があれ

ば関わりたい」と答えた方が前回調査では６７％、今回調査では６８％と高い水準にあること

がわかりました。今後、市民一人一人が生涯学習を通じて学んだ知識や技能を活かしなが

ら、地域活動に積極的に参画できる仕組みづくりが必要です。そして、全ての市民が生きが

いのある充実した人生を送ることができる生涯学習社会の実現に向け、学びの成果を地域

づくりにつなげていく施策を推進していきます。 

 

（（３３））  公公民民館館、、交交流流会会館館のの市市民民講講座座参参加加者者アアンンケケーートト調調査査のの分分析析  

南加茂台公民館の公民館講座や東部交流会館の市民講座、生涯学習講座について、 

２０１９年（令和元年）度と２０２２年（令和４年）度の講座参加者アンケート調査の結果を比

較分析しました。全体的に参加者が増加し、講座に対する満足度の評価が上昇していました

が、一部の講座では、継続希望者や講座経験者の減少が見られました。 

公民館・交流会館については、「地域づくり」の拠点として、講座の充実を図り、様々な地

域社会の課題解決に向けた取組や自己実現の支援に努める必要があります。新たな指導

者や後継者育成を視野に入れた講座の開設、また人材育成にも努めていくことが課題にな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東東部部交交流流会会館館ででのの講講座座（（文文学学講講座座））  南南加加茂茂台台公公民民館館ででのの講講座座（（健健康康体体操操））  
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（３）まちを創る 

学んだことを自己の知識や技能の向上だけにとどまらず、ボランティア活動や地域課題の

解決等につなげていくことができれば、地域のコミュニティづくりやまちづくりを更に進めてい

くことができます。そのために、学習成果を活かせる機会の創出等の仕組みづくりと市民の

主体的な活動の支援の充実を図ります。 

 

３．施策の体系 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民との連携・協働を図ります 

（１）学校・地域・家庭との連携 
（２）関係機関との連携 
（３）地域交流活動への支援 
（４）リーダーの養成 

基 本 理 念 

生涯学習推進都市を目指します 

（１）講師・ボランティア情報の充実 
（２）地域コミュニティ活動の推進 
（３）学習成果を活かせる機会の創出 
（４）市民活動への支援 

生涯学習を支える 
基盤整備を行います 

（１）学習情報の提供 
（２）学習機会の充実 
（３）学習内容の充実 
（４）相談体制の充実 
（５）生涯学習施設の整備 
（６）ICT 利活用の促進 

第 2章　基本構想
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基本目標１  人 をはぐくむ                                         

重点施策 ： 生涯学習を支える基盤整備を行います 

【具体的施策】 

（１）学習情報の総合的な収集・整理を行い、市民に様々な情報を提供する 

（具体的な取組） 

・各種講座、イベント情報の発信の工夫   ・生涯学習情報誌の内容の充実 
 
 ①生涯学習に関する各種情報の収集・整理を行い、講座や催し等の情報を市民にわかり

やすく提供します。 

 ②情報提供にあたっては、広報紙、ホームページ、チラシ、市公式ＬＩＮＥアカウント、ＳＮＳ等

あらゆる媒体・ツールを活用し、より多くの市民に情報が行きわたるようにします。 

 ③講師やサークル等の情報を収集し、市民が必要とする情報を的確に提供できる体制づく

りを行います。 

  

（２）気軽に生涯学習に取り組むことができるよう機会の充実を図る 

（具体的な取組） 

・多様な学習スタイルの提供        ・各種講座の拡充 
・生涯スポーツと健康づくりの推進   ・図書館の学習イベントの充実 

 
 ①公民館や交流会館で行っている「公民館講座」「市民講座」「生涯学習講座」の充実等

により、学習機会の拡大を図ります。 

 ②夜間や休日に開催する講座等を拡充し、これまで参加することが困難だった方々の受講

を促進します。 

 ③同和問題をはじめ、障がいのある人や外国人、子ども、高齢者、女性、ＬＧＢＴ等性的少数

者に対する差別や偏見等、様々な人権問題についての正しい理解と認識を深めるため

の学習機会の充実を図ります。 

④男女共同参画社会の実現に向けた学習・相談機会の充実を図ります。 

⑤子どもの体験活動を豊かにするため、学校休業日等を利用し、各種体験活動やスポーツ

教室等の事業を推進します。 

⑥親子で参加できる講座を充実させ、親子でふれあう機会の拡大に努めます。 

⑦子育て中の方でも参加しやすいよう、保育サービス付きの講座の充実に努めます。 

⑧障がいのある方も参加しやすい学習機会（スポーツを含む）の拡充や環境整備に努めます。 

基 本 計 画 第３章 
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（３）まちを創る 

学んだことを自己の知識や技能の向上だけにとどまらず、ボランティア活動や地域課題の

解決等につなげていくことができれば、地域のコミュニティづくりやまちづくりを更に進めてい

くことができます。そのために、学習成果を活かせる機会の創出等の仕組みづくりと市民の

主体的な活動の支援の充実を図ります。 

 

３．施策の体系 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民との連携・協働を図ります 

（１）学校・地域・家庭との連携 
（２）関係機関との連携 
（３）地域交流活動への支援 
（４）リーダーの養成 

基 本 理 念 

生涯学習推進都市を目指します 

（１）講師・ボランティア情報の充実 
（２）地域コミュニティ活動の推進 
（３）学習成果を活かせる機会の創出 
（４）市民活動への支援 

生涯学習を支える 
基盤整備を行います 

（１）学習情報の提供 
（２）学習機会の充実 
（３）学習内容の充実 
（４）相談体制の充実 
（５）生涯学習施設の整備 
（６）ICT 利活用の促進 

第 3章　基本計画

　
第
３
章

　
基
本
計
画
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14 

⑨スポーツ推進委員会等と連携し、気軽に取り組める

ニュースポーツの普及に努めます。

⑩幼児期から身体を動かす楽しさを実感できるスポー

ツの機会を充実します。

⑪高齢者等を対象とした健康増進や体力向上のため

の教室の開催等、健康づくりの振興や生きがいづく

りのための学習機会を充実します。

⑫食の安全に対する理解を深める活動や、お茶やタケノコのまちとして、それらの知識を得

られるような活動を実践し、関係機関と協働して食育の取組を進めます。

⑬図書館を通じて、幅広い年代における学習機会、資料の提供に努めます。

（３）地域的課題や現代的課題に対応した学習内容の設定を行う

（具体的な取組） 

・地域の歴史や文化を知るための学習機会の充実  ・生涯学習に関する講座等の充実
・防災意識高揚のための機会の設定

①生涯学習に関する市民のニーズを把握し、ニーズにあった講座を充実させ、新規受講者

の増加を図ります。

②各地域で抱える課題について、解決を図るための支援を行います。

③かつて経験した南山城水害や今後予想される大地震等、地域における災害の知識を身

に付ける学習機会の充実や、様々な生涯学習活動の場において、防災の啓発を行い、防

災意識を高める取組を進めます。

④本市ならではの資源を活用し、木津川等の豊かな自然環境や、かつての都であった恭

仁京、また最先端の研究を行う関西文化学術研究都市等、郷土への愛着を深めるため

の取組を進めます。

⑤本市の歴史や伝統文化・文化財を広く市民に紹介し、郷土の歴史文化や風土等につい

て理解を深め、次の世代に語り継ぐための取組を行います。

⑥市民の学習ニーズに沿った図書館資料を計画的に収集し、多様な情報提供と学習支援

に努めます。

（４）生涯学習に関する相談を気軽に行うことができるよう相談体制の充実を図る

（具体的な取組） 

・相談窓口体制の強化   ・生涯学習情報の把握と提供

①生涯学習について気軽に相談できる相談窓口の充実に努めます。

②市内で活動する団体やサークルの活動状況の把握に努めます。

③団体やサークルが求めている情報の把握と提供に努めます。

④市民から寄せられた相談や要望等を整理し、必要に応じて計画的な改善に努めます。

ニニュューーススポポーーツツ（（ママイイパパッックク大大会会））

第 3章　基本計画

ニュースポーツ（マイパック大会）ニュースポーツ（マイパック大会）
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（５）生涯学習施設をより利用しやすい施設とするための整備を行う 

（具体的な取組） 

・施設の老朽化対策及び機能の充実  ・専門職員としての資質の向上 
 
 ①利用者からのニーズに応えられる施設運営に努めます。 

 ②地域に密着した学習活動を実践する場として、各施設の機能の充実を図ります。 

 ③老朽化している施設は改築等を計画的に進めるとともに、施設の配置や機能の再編を

図る等、あらゆる世代の市民が利用しやすい施設整備と良好な維持管理に努めます。 

 ④指定管理者制度導入施設では、指定管理者との連携を密にし、市民サービスの更なる

向上に努めます。 

 ⑤職員の専門性を高めるため、研修機会の充実に努めます。 

 

（６）ICT(情報通信技術)の利活用を促進する学習機会・場の提供及び基盤の整備を行う  

（具体的な取組） 

・ＩＣＴを活用した情報提供の推進  ・新しい生活様式での学習機会の提供 
 
 ①講座や教室、イベント等の情報について、市ホームペー 

  ジや市公式ＳＮＳ等、多様なツールを活用した情報発信 

  を推進します。 

 ②オンラインツールやＳＮＳ等、ＩＣＴを学ぶ機会の提供を行 

うとともに、デジタルデバイド（情報格差）の解消に努め 

ます。 

 ③各施設でのオンライン等、ＩＣＴを効果的に活用できる環境整備を推進します。 

 ④誰でも・いつでも・どこでも学べるよう、各種講座のオンラインでの配信について検討を

進めます。   
 
 

基本目標２  こ こ ろ を 結 ぶ                                

重点施策 ： 市民との連携・協働を図ります 

【具体的施策】 

（１）学校・地域・家庭の連携を促進するとともに、地域による学校支援の充実を図る  

（具体的な取組） 

・放課後子ども教室の充実   ・青少年育成委員会事業の充実  
・図書館運営事業の推進     ・地域学校協働本部事業の充実 
・学校施設開放事業の拡充   ・部活動地域移行の検討 
 

生生徒徒（（木木津津高高校校））がが  
教教ええるるパパソソココンン教教室室  
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⑨スポーツ推進委員会等と連携し、気軽に取り組める 

  ニュースポーツの普及に努めます。 

 ⑩幼児期から身体を動かす楽しさを実感できるスポー 

ツの機会を充実します。 

⑪高齢者等を対象とした健康増進や体力向上のため 

  の教室の開催等、健康づくりの振興や生きがいづく 

  りのための学習機会を充実します。 

⑫食の安全に対する理解を深める活動や、お茶やタケノコのまちとして、それらの知識を得

られるような活動を実践し、関係機関と協働して食育の取組を進めます。 

⑬図書館を通じて、幅広い年代における学習機会、資料の提供に努めます。 

 

（３）地域的課題や現代的課題に対応した学習内容の設定を行う 

（具体的な取組） 

・地域の歴史や文化を知るための学習機会の充実  ・生涯学習に関する講座等の充実   
・防災意識高揚のための機会の設定 

 
①生涯学習に関する市民のニーズを把握し、ニーズにあった講座を充実させ、新規受講者

の増加を図ります。 

②各地域で抱える課題について、解決を図るための支援を行います。 

③かつて経験した南山城水害や今後予想される大地震等、地域における災害の知識を身

に付ける学習機会の充実や、様々な生涯学習活動の場において、防災の啓発を行い、防

災意識を高める取組を進めます。 

④本市ならではの資源を活用し、木津川等の豊かな自然環境や、かつての都であった恭

仁京、また最先端の研究を行う関西文化学術研究都市等、郷土への愛着を深めるため

の取組を進めます。 

⑤本市の歴史や伝統文化・文化財を広く市民に紹介し、郷土の歴史文化や風土等につい

て理解を深め、次の世代に語り継ぐための取組を行います。 

⑥市民の学習ニーズに沿った図書館資料を計画的に収集し、多様な情報提供と学習支援

に努めます。 

 

（４）生涯学習に関する相談を気軽に行うことができるよう相談体制の充実を図る 

（具体的な取組） 

・相談窓口体制の強化   ・生涯学習情報の把握と提供 
 
 ①生涯学習について気軽に相談できる相談窓口の充実に努めます。 

②市内で活動する団体やサークルの活動状況の把握に努めます。 

 ③団体やサークルが求めている情報の把握と提供に努めます。 

 ④市民から寄せられた相談や要望等を整理し、必要に応じて計画的な改善に努めます。 

ニニュューーススポポーーツツ（（ママイイパパッックク大大会会））  

第 3章　基本計画

　
第
３
章

　
基
本
計
画

生徒（木津高校）が生徒（木津高校）が
　　　　教えるパソコン教室　　　　教えるパソコン教室
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①地域と学校が協働して、全ての子ども達が地域の大 

 人の見守りの中で安心・安全に過ごせ、多様な体験が 

できるよう、放課後子ども教室事業の充実を図ります。 

②青少年の健全育成のための各種活動を推進するとと 

もに、リーダーの養成や確保に努めます。 

 ③図書館と学校の連携を深め、子ども読書活動推進計 

画に基づき、読書活動に関する理解と関心を高め、学校・地域・家庭の連携により、子ど 

もの読書活動を推進します。 

 ④地域ぐるみで学校を支援し、子ども達の学びや成長を支える体制（地域学校協働本部）※２ 

の充実を目指すと共にコミュニティ・スクール※３との一体的な推進を図ります。 

 ⑤学校と社会教育関係団体等の連携・協働を推進します。 

 ⑥学校と地域の連携・協働により部活動地域移行について検討を進めます。 

 
※２「「地地域域学学校校協協働働本本部部」」 

地域住民や団体が学校と連携し、様々な分野で学校の運営を支援する仕組み。中学校区単位で学校
の花壇や除草作業等の環境整備、登下校時の安全指導、授業や部活動の指導補助、学校行事の運営支援
などを行っています。 
 
※３「「ココミミュュニニテティィ・・ススククーールル（（学学校校運運営営協協議議会会制制度度））」」 

地域住民や保護者などで構成する学校運営協議会を設置した学校。学校と地域住民などが力を合わ
せ、子ども達のより良い環境づくりに取り組むための仕組みで、令和６年３月現在、木津小、城山台
小、上狛小の３校に設置されています。 

 

（２）ＮＰＯや企業、高等教育機関との連携を図り、生涯学習活動の充実を図る 

（具体的な取組） 

・生きがい大学（近隣大学講座）の開催   ・スポーツイベントや教室の開催 
・奈良市立北部図書館の図書貸出サービスの利用促進 

 
 ①ＮＰＯや民間教育事業者等と積極的な連携・協働を図ります。 

 ②市民の多様化するニーズに応えるため、大学等の高等教育機関、関西文化学術研究都

市にある研究所等との積極的な連携を図ります。 

 ③京都府や関係機関が実施する関連事業とも連携しながら、学習支援サービスを充実し

ます。 

④スポーツ・文化芸術団体の技術や競技力、活動意欲の向上を 

 図るための取組を推進します。 

⑤奈良市と本市との連携協力に関する包括協定に基づく奈良 

市立北部図書館の図書貸出サービスの利用を促進します。 

 

 

放放課課後後子子どどもも教教室室（（ヨヨガガ教教室室））  

第 3章　基本計画

放課後子ども教室（ヨガ教室）放課後子ども教室（ヨガ教室）
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（３）地域交流活動を支援し、人と人とのネットワークづくりを推進する 

（具体的な取組） 

・世代間交流事業の推進  ・公民館事業の充実  ・市内在住外国人との交流の促進 
 
①地域コミュニティ単位で世代を超えて交流を図る事業が実施できるよう支援を行います。 

②サークル間の交流を促進するための取組を進めます。 

③スポーツ協会や文化芸術協会等の関係団体と連携し、多くの人が参加できる大会や催

し等を開催します。 

④市内在住の外国人も参加しやすいイベントや日本語教室の充実により、相互理解を深め

られる場の創出を図ります。        

  

（４）リーダーとなる人材の発掘と育成を図る 

（具体的な取組） 

・社会教育団体（スポーツ・文化芸術団体等）育成事業の推進 
・地域学校協働本部事業の充実 

 
 ①文化やスポーツ活動等の指導者の育成を図るため、指導者育成研修等に積極的に参

加できるよう支援を行います。 

②子どもから高齢者まで、幅広い年齢層におけるリーダーの育成を図ります。 

 ③関係機関が実施する指導者研修等の情報を収集し、市民に情報を提供します。 

 ④地域学校協働本部事業においては、地域コーディネーターのコーディネート機能を高め

るために、研修等の充実を図ります。 

 ⑤地域で活躍できる指導者の育成を図ります。 

 

基本目標３  ま ち を 創 る                                   

重点施策 ： 生涯学習推進都市を目指します 

【具体的施策】体的施策具体的施策 

（１）講師・ボランティア情報の収集と情報の整理を行い、市民に的確な情報を提供する 

（具体的な取組） 

・人材活用リストの作成     ・地域活動への講師、ボランティア紹介 
・各種講座での講師活用 
 

 ①様々な特技や能力持った人材の掘り起こしと活動の場の提供に努めます。 

②関係機関と連携し、講師等の情報を共有します。 

③登録者に講座等の講師を依頼する等、積極的な活用を図ります。 
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①地域と学校が協働して、全ての子ども達が地域の大 

 人の見守りの中で安心・安全に過ごせ、多様な体験が 

できるよう、放課後子ども教室事業の充実を図ります。 

②青少年の健全育成のための各種活動を推進するとと 

もに、リーダーの養成や確保に努めます。 

 ③図書館と学校の連携を深め、子ども読書活動推進計 

画に基づき、読書活動に関する理解と関心を高め、学校・地域・家庭の連携により、子ど 

もの読書活動を推進します。 

 ④地域ぐるみで学校を支援し、子ども達の学びや成長を支える体制（地域学校協働本部）※２ 

の充実を目指すと共にコミュニティ・スクール※３との一体的な推進を図ります。 

 ⑤学校と社会教育関係団体等の連携・協働を推進します。 

 ⑥学校と地域の連携・協働により部活動地域移行について検討を進めます。 

 
※２「「地地域域学学校校協協働働本本部部」」 

地域住民や団体が学校と連携し、様々な分野で学校の運営を支援する仕組み。中学校区単位で学校
の花壇や除草作業等の環境整備、登下校時の安全指導、授業や部活動の指導補助、学校行事の運営支援
などを行っています。 
 
※３「「ココミミュュニニテティィ・・ススククーールル（（学学校校運運営営協協議議会会制制度度））」」 

地域住民や保護者などで構成する学校運営協議会を設置した学校。学校と地域住民などが力を合わ
せ、子ども達のより良い環境づくりに取り組むための仕組みで、令和６年３月現在、木津小、城山台
小、上狛小の３校に設置されています。 

 

（２）ＮＰＯや企業、高等教育機関との連携を図り、生涯学習活動の充実を図る 

（具体的な取組） 

・生きがい大学（近隣大学講座）の開催   ・スポーツイベントや教室の開催 
・奈良市立北部図書館の図書貸出サービスの利用促進 

 
 ①ＮＰＯや民間教育事業者等と積極的な連携・協働を図ります。 

 ②市民の多様化するニーズに応えるため、大学等の高等教育機関、関西文化学術研究都

市にある研究所等との積極的な連携を図ります。 

 ③京都府や関係機関が実施する関連事業とも連携しながら、学習支援サービスを充実し

ます。 

④スポーツ・文化芸術団体の技術や競技力、活動意欲の向上を 

 図るための取組を推進します。 

⑤奈良市と本市との連携協力に関する包括協定に基づく奈良 

市立北部図書館の図書貸出サービスの利用を促進します。 

 

 

放放課課後後子子どどもも教教室室（（ヨヨガガ教教室室））  

第 3章　基本計画

　
第
３
章

　
基
本
計
画
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（２）自主グループ活動への支援を行い、地域コミュニティ活動を推進する

（具体的な取組） 

・地域に根付いた事業の支援   ・各種講座の受講生によるサークルの立上げ

①多くの市民が参加し、市民主体の地域づくりにつながる事業を推進します。

②学びの成果が地域づくりに活かせるよう各種講座の受講から自主的な団体・サークルへ

の移行を支援します。

③生涯学習の拠点となる公民館や図書館等の運営を工夫し、仲間づくりや地域づくりがで

きる場を提供します。

（３）学んだ成果を発表できる場の提供や成果を活かせる機会を積極的に創出する

（具体的な取組） 

・小さな発表会や体験講座の定期的な開催   ・講師派遣事業の推進

①日頃の学びの成果を広く発表するための機会を充実させます。

②学んだことを共有し、世代を超えた交流機会を提供します。

③発表の場が人々の交流の場となるよう内容の工夫と充実を図ります。

（４）市民の様々な活動を支援し、まちづくりへの発展を促進する

（具体的な取組） 

・地域学校協働本部事業の充実 ・放課後子ども教室の充実
・地域活動サークル備品貸出の充実

①ボランティア活動に関するコーディネート機能を充実させます。

②身近な学びの場となる社会教育施設間のネットワーク化を図ります。

③市民の様々な活動が地域に根ざした活動となるよう支援を行います。

④人が集まり楽しく語り合う機会の提供を行います｡

⑤地域への出前講座を実施します｡

地地域域学学校校協協働働本本部部事事業業（（収収穫穫体体験験授授業業補補助助））  放放課課後後子子どどもも教教室室（（パパネネルルシシアアタターー））  

第 3章　基本計画
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１１．．市市民民アアンンケケーートト調調査査結結果果 

生涯学習に関する市民の皆さんの意識や考え方、また生涯学習への取組状況やニーズ

等を把握するため、「生涯学習に関するアンケート調査」を実施しました。 

調査期間 令和５年６月９日から６月３０日まで 

対 象 者 １８歳以上の市民の方 

調査方法 インターネットフォーム、用紙提出 

周知方法 市ホームページ、市公式ＬＩＮＥ、公共施設や店舗等への用紙の配布 

回答総数 1,557 人（インターネット 1,183 人、用紙３７４人） 

（１）回答者の属性 

（２）生涯学習活動状況 

何か生涯学習に取り組んでいますか。 ※前回調査（平成２４年２月実施）との比較 

参 考 資 料 

男性

42%女性

57%

未回答
1%

・・性性別別

78%

48%

22%

52%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

前回調査

取り組んでいる 取り組んでいない

前回調査と比較したところ、前回は「取り組んでいない」の割合の方が多かったが、
今回の調査では、約８割の方が何らかの生涯学習に取り組んでいるということがわか
りました。 

18～19歳

1%
20代

5%

30代

12%

40代

17%

50代

17%

60代

20%

70代

22%

80歳以上

6%
・・年年齢齢

18 
 

（２）自主グループ活動への支援を行い、地域コミュニティ活動を推進する 

（具体的な取組） 

・地域に根付いた事業の支援   ・各種講座の受講生によるサークルの立上げ  
 
 ①多くの市民が参加し、市民主体の地域づくりにつながる事業を推進します。 

 ②学びの成果が地域づくりに活かせるよう各種講座の受講から自主的な団体・サークルへ

の移行を支援します。 

 ③生涯学習の拠点となる公民館や図書館等の運営を工夫し、仲間づくりや地域づくりがで

きる場を提供します。 

 

（３）学んだ成果を発表できる場の提供や成果を活かせる機会を積極的に創出する 

（具体的な取組） 

・小さな発表会や体験講座の定期的な開催   ・講師派遣事業の推進 
 
 ①日頃の学びの成果を広く発表するための機会を充実させます。 

②学んだことを共有し、世代を超えた交流機会を提供します。 

 ③発表の場が人々の交流の場となるよう内容の工夫と充実を図ります。 

 

（４）市民の様々な活動を支援し、まちづくりへの発展を促進する 

（具体的な取組） 

・地域学校協働本部事業の充実     ・放課後子ども教室の充実  
・地域活動サークル備品貸出の充実 

 
 ①ボランティア活動に関するコーディネート機能を充実させます。 

 ②身近な学びの場となる社会教育施設間のネットワーク化を図ります。 

③市民の様々な活動が地域に根ざした活動となるよう支援を行います。 

 ④人が集まり楽しく語り合う機会の提供を行います｡ 

⑤地域への出前講座を実施します｡ 

 

 

地地域域学学校校協協働働本本部部事事業業（（収収穫穫体体験験授授業業補補助助））  放放課課後後子子どどもも教教室室（（パパネネルルシシアアタターー））  

参考資料

　
参
考
資
料
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（３）生涯学習活動内容

どのような生涯学習に取り組んでいますか。（〇はいくつでも） 

 

 

 

 

年代別（縦列）   １番目に回答が多い         ２番目に回答が多い 

区分別（横列）   １番目に回答が多い         ２番目に回答が多い 

「趣味に関すること」の割合が４８％と圧倒的に多く、次いで「健康増進」２６％や「スポー
ツ」２３％といった体を動かすことについての割合が多いことがわかりました。

48%

17%

23%

26%

10%

9%

10%

7%

9%

4%

8%

10%

10%

1%

趣味に関すること

教養に関すること

スポーツ

健康増進

資格の取得

家庭生活

子育て

地域づくり

パソコン・インターネット

社会問題

外国語

ボランティア

職業上必要な技能

その他

0% 10% 20% 30% 40% 50%

（％）

区 分 計（人） １８歳～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 ８０歳以上 全体

趣味に関すること 748 52.75 33.88 36.55 38.10 50.83 64.43 49.41 48.04

教養に関すること 260 25.27 14.21 15.26 15.87 14.52 18.04 20.00 16.70

スポーツ 353 18.68 14.75 18.88 24.21 24.09 26.55 28.24 22.67

健康増進 410 14.29 13.11 12.85 23.81 32.34 38.14 38.82 26.33

資格の取得 159 24.18 20.77 16.87 11.51 5.61 2.06 2.35 10.21

家庭生活 141 15.38 20.77 9.64 7.54 5.94 5.93 4.71 9.06

子育て 155 13.19 38.80 18.47 7.94 0.66 0.77 1.18 9.96

地域づくり 105 1.10 4.92 4.02 5.16 6.93 10.82 10.59 6.74

パソコン・インターネット 144 10.99 10.38 10.04 6.35 8.58 9.79 11.76 9.25

社会問題 65 7.69 4.37 2.41 3.17 4.62 4.38 4.71 4.17

外国語 128 20.88 7.10 10.04 7.94 8.25 5.93 3.53 8.22

ボランティア 162 3.30 3.28 3.61 7.54 15.84 16.49 15.29 10.40

職業上必要な技能 156 15.38 16.94 18.07 13.49 6.60 2.06 3.53 10.02

その他 8 0.00 0.00 0.00 0.40 0.99 0.77 1.18 0.51

参考資料
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（４）生涯学習取組頻度 

生涯学習に取り組んでいる頻度は、どの程度ですか。 

（５）生涯学習に取り組む目的 

どのような目的で生涯学習に取り組んでいますか。（〇はいくつでも） 

15%

26%

29%

7%

22%

1%

週４～５回

週２～３回

週１回

その他

していない

未回答

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

（３）同様、「趣味を楽しむため」が５０％と圧倒的に多く、次いで「健康増進のため」が
３３％、「教養を高めるため」、「仲間づくりのため」が共に２２％となっています。 

50%

22%

22%

17%

16%

14%

33%

2%

0%

1%

1%

趣味を楽しむため

教養を高めるため

仲間づくりのため

社会参加のため

家庭生活を豊かにするため

仕事や将来の就職のため

健康増進のため

特に目的はない

わからない

その他

未回答

0% 10% 20% 30% 40% 50%

20 
 

（３）生涯学習活動内容 

どのような生涯学習に取り組んでいますか。（〇はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年代別（縦列）          １番目に回答が多い          ２番目に回答が多い 

区分別（横列）          １番目に回答が多い          ２番目に回答が多い 

「趣味に関すること」の割合が４８％と圧倒的に多く、次いで「健康増進」２６％や「スポー
ツ」２３％といった体を動かすことについての割合が多いことがわかりました。 

48%

17%

23%

26%

10%

9%

10%

7%

9%

4%

8%

10%

10%

1%

趣味に関すること

教養に関すること

スポーツ

健康増進

資格の取得

家庭生活

子育て

地域づくり

パソコン・インターネット

社会問題

外国語

ボランティア

職業上必要な技能

その他

0% 10% 20% 30% 40% 50%

（％）

区 分 計（人） １８歳～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 ８０歳以上 全体

趣味に関すること 748 52.75 33.88 36.55 38.10 50.83 64.43 49.41 48.04

教養に関すること 260 25.27 14.21 15.26 15.87 14.52 18.04 20.00 16.70

スポーツ 353 18.68 14.75 18.88 24.21 24.09 26.55 28.24 22.67

健康増進 410 14.29 13.11 12.85 23.81 32.34 38.14 38.82 26.33

資格の取得 159 24.18 20.77 16.87 11.51 5.61 2.06 2.35 10.21

家庭生活 141 15.38 20.77 9.64 7.54 5.94 5.93 4.71 9.06

子育て 155 13.19 38.80 18.47 7.94 0.66 0.77 1.18 9.96

地域づくり 105 1.10 4.92 4.02 5.16 6.93 10.82 10.59 6.74

パソコン・インターネット 144 10.99 10.38 10.04 6.35 8.58 9.79 11.76 9.25

社会問題 65 7.69 4.37 2.41 3.17 4.62 4.38 4.71 4.17

外国語 128 20.88 7.10 10.04 7.94 8.25 5.93 3.53 8.22

ボランティア 162 3.30 3.28 3.61 7.54 15.84 16.49 15.29 10.40

職業上必要な技能 156 15.38 16.94 18.07 13.49 6.60 2.06 3.53 10.02

その他 8 0.00 0.00 0.00 0.40 0.99 0.77 1.18 0.51

参考資料

　
参
考
資
料
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（６）生涯学習に取り組んでいない理由 

生涯学習に取り組んでいない理由は何ですか。（〇はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年代別（縦列）          １番目に回答が多い          ２番目に回答が多い 

区分別（横列）          １番目に回答が多い          ２番目に回答が多い 

下段表のとおり、どの年代においても「きっかけがない」という回答が多く、次いで「時
間がない」という回答は、５０歳代以下の方の回答が多いことがわかりました。 

47%

10%

1%

28%

22%

9%

49%

12%

21%

5%

時間がない

家族を世話する人がいない

家族や職場の理解がない

費用がかかる

情報がない

仲間がいない

きっかけがない

近くに場所がない

希望する講座等がない

その他

0% 10% 20% 30% 40% 50%

（％）

区 分 計（人） １８歳～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 ８０歳以上 全体

時間がない 161 47.06 62.96 57.95 52.63 37.25 15.56 14.29 47.35

家族を世話する人がいない 33 5.88 29.63 12.50 2.63 3.92 2.22 0.00 9.71

家族や職場の理解がない 5 0.00 3.70 1.14 1.32 0.00 2.22 0.00 1.47

費用がかかる 95 11.76 38.89 36.36 26.32 19.61 22.22 0.00 27.94

情報がない 76 5.88 16.67 19.32 27.63 23.53 35.56 0.00 22.35

仲間がいない 31 5.88 3.70 6.82 10.53 15.69 13.33 0.00 9.12

きっかけがない 166 52.94 51.85 46.59 48.68 47.06 55.56 28.57 48.82

近くに場所がない 41 5.88 20.37 11.36 9.21 9.80 15.56 0.00 12.06

希望する講座等がない 73 5.88 27.78 15.91 19.74 35.29 17.78 28.57 21.47

その他 18 5.88 1.85 1.14 9.21 3.92 6.67 42.86 5.29

参考資料
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（７）今後学びたいもの 

今後学びたいものは何ですか。（〇はいくつでも） 

（８）どんな方法で学びたいか 

今後どんな方法で学びたいですか。（〇はいくつでも） 

学びたい方法については、「独学で」、「公民館講座・市民講座」が共に３３％、次いで
「地域団体」が２８％、「サークル」、「インターネットやＳＮＳ」が共に２７％となっています。 

50%

27%

20%

35%

19%

10%

8%

12%

15%

9%

16%

11%

9%

5%

趣味に関すること

教養に関すること

スポーツ

健康増進

資格の取得

家庭生活

子育て

地域づくり

パソコン・インターネット

社会問題

外国語

ボランティア

職業上必要な技能

その他

0% 10% 20% 30% 40% 50%

33%

10%

12%

27%

28%

15%

23%

33%

17%

27%

2%

3%

独学で

個人で先生について

通信教育

サークル

地域の団体

大学等の公開講座

文化センターの教室

公民館講座・市民講座

民間の教室

インターネットやSNS

その他

未回答

0% 10% 20% 30% 40%
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（６）生涯学習に取り組んでいない理由 

生涯学習に取り組んでいない理由は何ですか。（〇はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年代別（縦列）          １番目に回答が多い          ２番目に回答が多い 

区分別（横列）          １番目に回答が多い          ２番目に回答が多い 

下段表のとおり、どの年代においても「きっかけがない」という回答が多く、次いで「時
間がない」という回答は、５０歳代以下の方の回答が多いことがわかりました。 

47%

10%

1%

28%

22%

9%

49%

12%

21%

5%

時間がない

家族を世話する人がいない

家族や職場の理解がない

費用がかかる

情報がない

仲間がいない

きっかけがない

近くに場所がない

希望する講座等がない

その他

0% 10% 20% 30% 40% 50%

（％）

区 分 計（人） １８歳～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 ８０歳以上 全体

時間がない 161 47.06 62.96 57.95 52.63 37.25 15.56 14.29 47.35

家族を世話する人がいない 33 5.88 29.63 12.50 2.63 3.92 2.22 0.00 9.71

家族や職場の理解がない 5 0.00 3.70 1.14 1.32 0.00 2.22 0.00 1.47

費用がかかる 95 11.76 38.89 36.36 26.32 19.61 22.22 0.00 27.94

情報がない 76 5.88 16.67 19.32 27.63 23.53 35.56 0.00 22.35

仲間がいない 31 5.88 3.70 6.82 10.53 15.69 13.33 0.00 9.12

きっかけがない 166 52.94 51.85 46.59 48.68 47.06 55.56 28.57 48.82

近くに場所がない 41 5.88 20.37 11.36 9.21 9.80 15.56 0.00 12.06

希望する講座等がない 73 5.88 27.78 15.91 19.74 35.29 17.78 28.57 21.47

その他 18 5.88 1.85 1.14 9.21 3.92 6.67 42.86 5.29

参考資料

　
参
考
資
料
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（９）知識や技能を活かすために必要なこと

学んだ知識や技能を活かすために必要なことは何ですか。（〇はいくつでも） 

（10）生涯学習についての情報収集

情報収集は、どのような方法で行っていますか。（〇はいくつでも） 

45%

54%

66%

16%

23%

28%

1%

2%

仲間がいること

時間に余裕があること

身近に機会や場所があること

参加を呼びかける人がいること

技能を活かせる支援があること

家族や職場の理解があること

その他

未回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

64%

9%

10%

18%

4%

12%

17%

1%

9%

5%

29%

1%

8%

1%

10%

3%

2%

市の「広報きづがわ」

市の「サークル情報誌」

市や各施設のホームページ

市が配布しているパンフレットやチラシ

教育機関が発信している情報や説明会など

公民館や図書館などでのポスター、チラシ

友人・知人や過去の受講者の評判・口コミ

学習情報専門誌（紙）

新聞、雑誌

テレビやラジオ

インターネットやSNS

ハローワーク

自治会、町内会の回覧や掲示板

その他

特に行っていない

わからない

未回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

参考資料
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年代別（縦列）   １番目に回答が多い         ２番目に回答が多い

区分別（横列）   １番目に回答が多い         ２番目に回答が多い

（11）生涯学習の充実のために必要なこと 

生涯学習の充実のために必要なことは何だと思いますか。（〇はいくつでも） 

「初心者向けの講座を充実させる」の割合が４５％と最も多く、次いで「詳細な情報提供
を行う」３４％、「施設・設備を充実する」３２％となっています。 

10%

45%

34%

22%

18%

10%

14%

8%

22%

32%

10%

4%

2%

教育委員会に専門的な職員を配置する

初心者向けの講座を充実させる

詳細な情報提供を行う

専門的な講座を充実する

資格取得講座を充実する

相談体制を充実する

施設利用時間を拡大する

発表の場の提供や充実をする

サークルへの支援を充実する

施設・設備を充実する

わからない

その他

未回答

0% 10% 20% 30% 40% 50%

24

（９）知識や技能を活かすために必要なこと 

学んだ知識や技能を活かすために必要なことは何ですか。（〇はいくつでも） 

（10）生涯学習についての情報収集 

情報収集は、どのような方法で行っていますか。（〇はいくつでも） 

45%

54%

66%

16%

23%

28%

1%

2%

仲間がいること

時間に余裕があること

身近に機会や場所があること

参加を呼びかける人がいること

技能を活かせる支援があること

家族や職場の理解があること

その他

未回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

64%

9%

10%

18%

4%

12%

17%

1%

9%

5%

29%

1%

8%

1%

10%

3%

2%

市の「広報きづがわ」

市の「サークル情報誌」

市や各施設のホームページ

市が配布しているパンフレットやチラシ

教育機関が発信している情報や説明会など

公民館や図書館などでのポスター、チラシ

友人・知人や過去の受講者の評判・口コミ

学習情報専門誌（紙）

新聞、雑誌

テレビやラジオ

インターネットやSNS

ハローワーク

自治会、町内会の回覧や掲示板

その他

特に行っていない

わからない

未回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

参考資料

　
参
考
資
料
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年代別（縦列） １番目に回答が多い ２番目に回答が多い

区分別（横列） １番目に回答が多い ２番目に回答が多い

（11）生涯学習の充実のために必要なこと 

生涯学習の充実のために必要なことは何だと思いますか。（〇はいくつでも） 

「初心者向けの講座を充実させる」の割合が４５％と最も多く、次いで「詳細な情報提供
を行う」３４％、「施設・設備を充実する」３２％となっています。 

10%

45%

34%

22%

18%

10%

14%

8%

22%

32%

10%

4%

2%

教育委員会に専門的な職員を配置する

初心者向けの講座を充実させる

詳細な情報提供を行う

専門的な講座を充実する

資格取得講座を充実する

相談体制を充実する

施設利用時間を拡大する

発表の場の提供や充実をする

サークルへの支援を充実する

施設・設備を充実する

わからない

その他

未回答

0% 10% 20% 30% 40% 50%

25
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（12）地域づくりやボランティア活動の関わりについて

地域づくりやボランティア活動に関わりたいと思いますか。 

 

（13）地域づくりやボランティア活動に関わりたくない理由

地域づくりやボランティア活動に関わりたくない理由は何ですか。（〇はいくつでも） 

 

関わりたい

14%
機会があれば関わりたい

54%

あまり関わり

たくない

22%

関わりたくない

8%

未回答 2%

約７割近い方が「関わりたい」、「機会があれば関わりたい」と思われていることがわ
かりました。 

19%

12%

21%

40%

12%

24%

10%

10%

1%

関わり方がわからない

仲間がいない

興味がない

時間がない

機会がない

わずらわしい

交通の便が悪い

その他

未回答

0% 10% 20% 30% 40%

関わりたくない理由については、「時間がない」という割合が４０％と最も多く、次いで
「わずらわしい」２４％、「興味がない」２１％、「関わり方がわからない」が１９％となってい
ます。 

参考資料

26
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（14）関わりたい地域づくりやボランティア活動 

地域づくりやボランティアで関わりたい活動は何ですか。（〇はいくつでも） 

  

関わりたい活動については、「スポーツ・文化活動」が２０％と最も多く、次いで「地域
の子どものためのレクリエーション、自然体験活動」が１８％となっています。 

16%

18%

16%

14%

15%

11%

20%

11%

9%

10%

4%

1%

1%

学校の環境整備や教育活動の支援活動

地域の子どものためのレクレーション、自然体験活動

地元の観光や産業の活性化の活動

障がい者や高齢者、外国人住民の支援活動

子育て・育児の支援活動

地域の伝統行事や歴史の継承活動

スポーツ・文化活動

地域の環境保全活動

国際交流活動

防犯・防災活動

わからない

その他

未回答

0% 10% 20%
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（12）地域づくりやボランティア活動の関わりについて 

地域づくりやボランティア活動に関わりたいと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（13）地域づくりやボランティア活動に関わりたくない理由 

地域づくりやボランティア活動に関わりたくない理由は何ですか。（〇はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関わりたい

14%
機会があれば関わりたい

54%

あまり関わり

たくない

22%

関わりたくない

8%

未回答 2%

約７割近い方が「関わりたい」、「機会があれば関わりたい」と思われていることがわ
かりました。 

 

19%

12%

21%

40%

12%

24%

10%

10%

1%

関わり方がわからない

仲間がいない

興味がない

時間がない

機会がない

わずらわしい

交通の便が悪い

その他

未回答

0% 10% 20% 30% 40%

関わりたくない理由については、「時間がない」という割合が４０％と最も多く、次いで
「わずらわしい」２４％、「興味がない」２１％、「関わり方がわからない」が１９％となってい
ます。 

 

参考資料

　
参
考
資
料
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22．．社社会会教教育育施施設設一一覧覧及及びび位位置置図図  

（（１１））ススポポーーツツ施施設設（（体体育育館館、、ググララウウンンドド等等））

施設名 所在地 運営開始 直営 
指定管理 施設概要 

木木

津津

エエ
リリ
アア  

中央体育館 木津石塚１４７番地 昭和６１年 直営 
アリーナ、柔剣道場、
トレーニングルーム、
会議室 等

市民スポーツセンター 木津田中前４０番地１ 昭和５８年 
直営 

（委託） 
アリーナ、卓球場、
テニスコート２面 等

兜谷公園 
グラウンド 

兜台６丁目４番地 平成元年 直営 
グラウンド 

テニスコート テニスコート２面

木津川台 
公園 

グラウンド 
木津川台６丁目４番地３ 平成８年 直営 

グラウンド 

テニスコート テニスコート３面

木津グラウンド 木津川端６９番地１ 昭和５４年 直営 グラウンド 

梅美台公園テニスコート 梅美台１丁目９番地 平成１７年 直営 テニスコート２面

城址公園 
グラウンド 

城山台８丁目５番地 平成２６年 直営 
グラウンド 

テニスコート テニスコート３面

加加

茂茂

エエ
リリ
アア  

塚穴公園テニスコート 南加茂台６丁目１５番地 昭和５７年 直営 テニスコート２面

加茂グラウンド 加茂町大野中宇称５７番地 － 直営 グラウンド 

赤田川グラウンド 加茂町里赤田川１番地 昭和６３年 直営 グラウンド 

青少年 
育成施設 
（山の家） 

テニスコート
加茂町尻枝七辻１５番地１ 昭和６２年 直営 

テニスコート２面

ゲートボール場 ゲートボールコート１面 

当尾の郷 
会館 

グラウンド 
加茂町辻下垣外１６番地 平成２７年 

直営 

（委託） 

グラウンド 

体育館 アリーナ

山山

城城

エエ
リリ
アア  

山城コミュニティ運動広場 山城町上狛川原３番地 － 直営 グラウンドゴルフ専用 

上狛駅東公園テニスコート 山城町上狛北野田芝６０番地 平成１８年 指定管理 テニスコート３面
（兼フットサルコート）

不動川公園 
グラウンド 

山城町平尾大谷１番地 平成元年 指定管理 
グラウンド 

テニスコート テニスコート２面

やすらぎタウン山城プール 山城町椿井柳田２６番地 平成３年 指定管理 ２５ｍプール、小プール 

木木津津川川市市中中央央体体育育館館  

参考資料

木津川市中央体育館木津川市中央体育館
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（（２２））文文 化化 施施 設設

施設名 所在地 運営開始 直営 
指定管理 施設概要 

木木
津津
エエ
リリ
アア 

東部交流会館 木津宮ノ堀１４９番地 平成１３年 直営 
ホール（最大約１００人）、
カルチャールーム、調
理室、和室 等

中央交流会館 
（いずみホール）

木津宮ノ内９２番地 平成６年 指定管理 
ホール（最大２３４席）、
会議室、研修室、調理
室、和室 等

西部交流会館 相楽高下４番地９ 平成９年 指定管理 会議室、集会室、和室 

加加
茂茂
エエ
リリ
アア 

南加茂台公民館 南加茂台５丁目２番地３ 昭和５８年 直営 
ホール（最大約１８０人）、
和 室 、 集 会 室 、 調 理
室、工作室 等

瓶原公民館 加茂町岡崎考１４番地 昭和３４年 直営
（委託）

会議室、和室、調理室 

当尾の郷会館 加茂町辻下垣外１６番地 平成２７年 直営
（委託）

会議室、研修室、調理
室、工作室

加茂文化センター 
（あじさいホール）

加茂町里南古田１５６番地 平成５年 指定管理
ホール（最大５００席）、
研修室、工作室、調理
室、和室 等

青少年センター 加茂町里中森１０１番地 昭和６２年 直営
（委託）

会議室、学習室 等 

小谷上教育集会所 加茂町大野丑谷４１番地１ 昭和５１年 直営 会議室、集会室 等

 

山城総合文化センター 
（アスピアやましろ）

山城町平尾前田２４番地 平成８年 指定管理
ホール（最大４４８席）、
研修室、視聴覚室、創
作室、和室 等

●施設位置図

青少年育成施設（山の家）

（ボランティアセンター）

山山
城城 

エエ
リリ
アア 

小谷上教育集会所

28

22．．社社会会教教育育施施設設一一覧覧及及びび位位置置図図

（（１１））ススポポーーツツ施施設設（（体体育育館館、、ググララウウンンドド等等））

施設名 所在地 運営開始 直営
指定管理 施設概要

木木

津津

エエ
リリ
アア

中央体育館 木津石塚１４７番地 昭和６１年 直営
アリーナ、柔剣道場、
トレーニングルーム、
会議室 等

市民スポーツセンター 木津田中前４０番地１ 昭和５８年
直営

（委託）
アリーナ、卓球場、
テニスコート２面 等

兜谷公園
グラウンド

兜台６丁目４番地 平成元年 直営
グラウンド

テニスコート テニスコート２面

木津川台
公園

グラウンド
木津川台６丁目４番地３ 平成８年 直営

グラウンド

テニスコート テニスコート３面

木津グラウンド 木津川端６９番地１ 昭和５４年 直営 グラウンド

梅美台公園テニスコート 梅美台１丁目９番地 平成１７年 直営 テニスコート２面

城址公園
グラウンド

城山台８丁目５番地 平成２６年 直営
グラウンド

テニスコート テニスコート３面

加加

茂茂

エエ
リリ
アア

塚穴公園テニスコート 南加茂台６丁目１５番地 昭和５７年 直営 テニスコート２面

加茂グラウンド 加茂町大野中宇称５７番地 － 直営 グラウンド

赤田川グラウンド 加茂町里赤田川１番地 昭和６３年 直営 グラウンド

青少年
育成施設
（山の家）

テニスコート
加茂町尻枝七辻１５番地１ 昭和６２年 直営

テニスコート２面

ゲートボール場 ゲートボールコート１面

当尾の郷
会館

グラウンド
加茂町辻下垣外１６番地 平成２７年

直営

（委託）

グラウンド

体育館 アリーナ

山山

城城

エエ
リリ
アア

山城コミュニティ運動広場 山城町上狛川原３番地 － 直営 グラウンドゴルフ専用

上狛駅東公園テニスコート 山城町上狛北野田芝６０番地 平成１８年 指定管理 テニスコート３面
（兼フットサルコート）

不動川公園 
グラウンド

山城町平尾大谷１番地 平成元年 指定管理 
グラウンド

テニスコート テニスコート２面

やすらぎタウン山城プール 山城町椿井柳田２６番地 平成３年 指定管理 ２５ｍプール、小プール

木木津津川川市市中中央央体体育育館館

参考資料

参
考
資
料
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30 

３３．．文文化化財財のの状状況況  （（令令和和５５年年３３月月現現在在））  

（（１１））市市内内のの指指定定文文化化財財
・国指定文化財

国宝・重要文化財 
民俗 

文化財 
史跡名勝 

天然記念物 

計 
美術工芸品 

建
造
物 

無
形 

有
形 

史
跡 

名 
勝 

天
然  
記
念 
物 

絵画 彫刻 工芸 
品 

書跡
典籍 

古文 
書 

考古
資料 

歴史
資料 

3 26 
(3) 

1 1 1 19 
(3) 

1 7 1 
(1) 

6０ 
(7) 

２ ２ 

※上段が国指定文化財、下段が国登録文化財である。（）内は、重要文化財内の国宝数及び史跡
名勝天然記念物内の特別指定数である。

※史跡数には、２府県にわたるもの２件を含む。

・府指定・登録文化財

有形文化財 
民俗 

文化財 
史跡名勝 

天然記念物 

計 
美術工芸品 

建
造
物 

無
形 

有
形 

史
跡 

名 
勝 

天
然  
記
念
物 

絵画 彫刻 工芸
品 

書跡
典籍 

古文
書 

考古
資料 

歴史
資料 

2 ５ ３ 1 １ 1 ４ ２ 1 1 ２１ 
1 3 1 8 5 3 21 

４５ ６ ５ ６ ８ ２０ ２ ３ １ ９６ 

※上段が指定文化財数、中段が登録文化財数、下段が暫定登録文化財数である。

・市指定文化財

有形文化財 
民俗 

文化財 
史跡名勝 

天然記念物 

計 美術工芸品 
建
造
物 

無
形 

有
形 

史
跡 

名
勝 

天
然  
記
念
物 

絵画 彫刻 工芸
品 

書跡
典籍 

古文
書 

考古
資料 

歴史
資料 

5 1１ 1 3 3 ４ ７ 1 4 1 ４０ 

参考資料
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（（２２））市市内内のの国国指指定定史史跡跡
・史跡一覧

名 称 概要（面積） 指定年月日 所 在 地 所 有 者

恭仁宮跡
(山城国分寺跡）

2６７,6０９.３9 ㎡

S32.7.1
H19.2.6
H20.7.28
H22.2.22
H27.3.10
H29.2.9
H30.2.13
H31.2.26
R4.11.10

加茂町岡崎、河原、
例幣

木津川市他

椿井大塚山古墳 15,715.89 ㎡ H12.9.6 山城町椿井三階、
大平 木津川市他

高麗寺跡 20,100.50 ㎡
S15.8.30
H22.2.22

山城町上狛高麗寺、
森ノ前

木津川市他

奈良山瓦窯跡
・歌姫瓦窯跡
・音如ヶ谷瓦窯跡
・市坂瓦窯跡
・梅谷瓦窯跡
・鹿背山瓦窯跡
・中山瓦窯跡

4,147.45 ㎡
5,096.87 ㎡

21,269.44 ㎡
635.86 ㎡

7,744.24 ㎡
１,０２４.５５㎡

S5１.４.１５
H22.8.5
H28.3.1

市坂、奈良市
相楽台７丁目
州見台８丁目
梅美台５丁目
城山台４丁目
奈良市中山町

木津川市・奈良市
木津川市
木津川市
木津川市
木津川市
奈良市

石のカラト古墳 4,925.00 ㎡ H8.7.16
兜台２丁目、
奈良市神功１丁目

木津川市・奈良市

神雄寺跡 ３３,0６３.６８㎡
H27.3.10
H29.2.9

城山台１３丁目４番
地他 木津川市他

浄瑠璃寺庭園 11,505.04 ㎡ S40.11.12 加茂町西小札場 (宗)浄瑠璃寺他

●文化財分布図
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３３．．文文化化財財のの状状況況 （（令令和和５５年年３３月月現現在在））

（（１１））市市内内のの指指定定文文化化財財
・国指定文化財 

国宝・重要文化財
民俗

文化財
史跡名勝

天然記念物

計 
美術工芸品

建
造
物 

無
形 

有
形 

史
跡 

名 
勝 

天
然
記
念 
物 

絵画 彫刻 工芸
品 

書跡
典籍

古文
書 

考古
資料

歴史
資料

3 26
(3)

1 1 1 19
(3)

1 7 1
(1)

6０
(7)

２ ２

※上段が国指定文化財、下段が国登録文化財である。（）内は、重要文化財内の国宝数及び史跡
名勝天然記念物内の特別指定数である。

※史跡数には、２府県にわたるもの２件を含む。

・府指定・登録文化財 

有形文化財
民俗

文化財
史跡名勝

天然記念物

計 
美術工芸品

建
造
物 

無
形 

有
形 

史
跡 

名 
勝 

天
然
記
念
物

絵画 彫刻 工芸
品 

書跡
典籍

古文
書 

考古
資料

歴史
資料

2 ５ ３ 1 １ 1 ４ ２ 1 1 ２１
1 3 1 8 5 3 21

４５ ６ ５ ６ ８ ２０ ２ ３ １ ９６

※上段が指定文化財数、中段が登録文化財数、下段が暫定登録文化財数である。

・市指定文化財 

有形文化財
民俗

文化財
史跡名勝

天然記念物

計 美術工芸品
建
造
物 

無
形 

有
形 

史
跡 

名
勝 

天
然
記
念
物 

絵画 彫刻 工芸
品 

書跡
典籍

古文
書 

考古
資料

歴史
資料

5 1１ 1 3 3 ４ ７ 1 4 1 ４０

参考資料

参
考
資
料
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４４．．計計画画のの策策定定経経過過  

開催日等 会 議 等 主な内容 

令和５年 ６月 ９日 
～６月３０日 

生涯学習に関するアンケート調査 

６月２９日 第１回ワーキング委員会 
・第１次計画の検証及び第２次計画策
定のポイントについて
・アンケート調査の実施について

７月１４日 第１回策定委員会 

・策定委員会への諮問について
・第１次計画の検証及び第２次計画策
定のポイントについて
・アンケート調査の実施について

８月２１日 第２回ワーキング委員会 ・計画素案について
・アンケート調査結果について

９月２９日 第２回策定委員会 ・計画素案について
・アンケート調査結果について

１０月１０日 第３回ワーキング委員会 ・計画中間案について

１０月３１日 教育委員会定例会 ・計画中間案について

１１月１３日 第３回策定委員会 ・計画中間案について

１１月２０日 政策会議 ・計画素案について

１２月 ５日 
～１月 ５日 

パブリックコメントの実施 
令和６年 

１月２４日 第４回ワーキング委員会 ・パブリックコメントの結果について
・計画最終案について

２月 ７日 政策会議 ・パブリックコメントの結果について

２月 ９日 第４回策定委員会 ・計画の決定について
・教育委員会への答申について

２月２６日 教育委員会定例会 ・計画の決定について

参考資料
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５５．．第第２２次次木木津津川川市市生生涯涯学学習習推推進進計計画画策策定定委委員員会会委委員員名名簿簿 

役 職 氏  名 所 属 等 

委員長 前平 泰志 
生生涯涯学学習習にに関関すするる学学識識経経験験者者 
京都大学名誉教授、畿央大学教育学部長

副委員長 髙原 和子 
社社会会教教育育関関係係者者 
木津川市社会教育委員会委員長

委  員 木村 勝 
社社会会教教育育関関係係者者 
木津川市社会教育委員会副委員長

委  員 生田  幸広 
社社会会教教育育関関係係者者 
(一社)木津川市文化芸術協会会長

委  員 河口  靖子 
社社会会教教育育関関係係者者 
加茂公民館サークル連絡会会長

委  員 市川 孝司 
社社会会教教育育関関係係者者 
(一社)木津川市スポーツ協会会長

委  員 米田 崇 公募委員 

６６．．第第２２次次木木津津川川市市生生涯涯学学習習推推進進計計画画策策定定委委員員会会ワワーーキキンンググ委委員員名名簿簿 

氏  名 所 属 等 

髙原 和子 木津川市社会教育委員 （委員長） 

木村 勝 木津川市社会教育委員 （副委員長） 

三上 かず子 木津川市社会教育委員 （副委員長） 

花田 康子 木津川市社会教育委員 

三谷 博之 木津川市社会教育委員

橋本 京子 木津川市社会教育委員 

井上 若菜 木津川市社会教育委員

渡邊 素子 木津川市社会教育委員 

藤澤 正典 木津川市社会教育委員 

今井 清美 木津川市社会教育委員 

石田 康二 木津川市社会教育委員 

芝原 昌代 木津川市社会教育委員

新谷  涼太朗 木津川市社会教育委員 

中川 嗣郎 木津川市社会教育委員 
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４４．．計計画画のの策策定定経経過過

開催日等 会 議 等 主な内容

令和５年 ６月 ９日
～６月３０日

生涯学習に関するアンケート調査

６月２９日 第１回ワーキング委員会
・第１次計画の検証及び第２次計画策
定のポイントについて
・アンケート調査の実施について

７月１４日 第１回策定委員会

・策定委員会への諮問について
・第１次計画の検証及び第２次計画策
定のポイントについて
・アンケート調査の実施について

８月２１日 第２回ワーキング委員会 ・計画素案について
・アンケート調査結果について

９月２９日 第２回策定委員会 ・計画素案について
・アンケート調査結果について

１０月１０日 第３回ワーキング委員会 ・計画中間案について

１０月３１日 教育委員会定例会 ・計画中間案について

１１月１３日 第３回策定委員会 ・計画中間案について

１１月２０日 政策会議 ・計画素案について

１２月 ５日
～１月 ５日

パブリックコメントの実施 
令和６年

１月２４日 第４回ワーキング委員会 ・パブリックコメントの結果について
・計画最終案について

２月 ７日 政策会議 ・パブリックコメントの結果について

２月 ９日 第４回策定委員会 ・計画の決定について
・教育委員会への答申について

２月２６日 教育委員会定例会 ・計画の決定について

参考資料

参
考
資
料
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